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１ 件 名  平成２８年度第２回古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会 

２ 日 時  平成２８年１２月１５日（木）１０時００分～１２時００分 

３ 場 所  市役所 第２庁舎 中会議室 

４ ⑴出席委員 中村委員、荻委員、三輪委員、田中委員、渡邊委員 

⑵欠席委員 中島委員、小牧委員 

５ 事務局  柴田総務課長、総務課政策法務係（澤木、玖島） 

６ 説明者  介護支援課介護保険係（樋口、金林） 

７ 傍聴者  なし 

８ 付議事項 

  諮問：平成２８年１１月１７日付でされた個人情報開示請求に係る開示に

ついて 

９ 会議概要 

会  長 諮問内容に個人情報が含まれるため、会議を非公開とすることと

したいがよろしいか。 

委  員 （意見等なし） 

会  長 では、本日の会議は非公開とする。 

古賀市長からの諮問の内容を事務局から説明願いたい。 

事 務 局 （諮問内容説明） 

会  長 死者の個人情報の保護については、法律は一律に排除していると

ころであるが、条例においてはまちまちである。古賀市において

は、古賀市個人情報保護条例第１２条各号が死者の個人情報を開

示できる場合について定めているところ、第１号から第４号には

該当しないという判断のもと、第５号該当性判断のため本審議会

が開催されることとなっている。 

本年９月にも遺言書の有効性確認のため死者に係る要介護認定に

ついての個人情報開示請求がなされており、このときは不開示決

定がなされているため、前回のケースとの比較もしながら、本件

を判断する必要がありそうである。 

ご意見、ご質問等ないか。 

事 務 局 前回のケースにおける判断について補足させていただく。 

そもそも古賀市個人情報保護条例第１２条第５号で認められうる

事由は、第１号から第４号の事由には該当しないものの類似性が

あり、請求者本人の個人情報とも言いうるようなもののみと考え

ていた。そのため、資料７等も参考にしながら要介護認定の情報

はここに含まれないと判断したものである。 

今回についても同様に扱うべきようにも思ったが、仮に不開示決

定を行った場合には請求者が相続税の軽減措置を受けることが困

難となる点、請求者の状況によって開示決定か不開示決定かを分
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けてよいかという点などが問題となり、諮問するに至ったもので

ある。 

委  員 今回亡くなった方について請求者との同居から老人ホームに入所

されるに至る過程を説明願いたい。 

説 明 者 当市の資料によると、もともと御一人でお住まいであったところ、

介護が必要となり、請求者と同じ敷地内に居住することとなった。

数年後、さらなる支援を要する状況になったため、老人ホームに

入所されるに至ったものである。なお、住所は施設に移されてい

ない。 

委  員 税の軽減措置のための書類としては、市が発行する証明書等以外

にも老人ホームとの契約書等も考えられないか。 

事 務 局 税務署に問い合わせたところ、当該制度において特に定型の書類

があるわけではないとのことであったが、請求者や連絡のあった

税理士事務所に確認したところ、老人ホーム等に問い合わせたが

要介護認定を受けていたことが分かる書類として十分なものがな

く、最終的な手段として当市への開示請求を行っているとのこと

であった。 

会  長 本件に係る税の軽減措置は、資料３によると比較的新しい制度の

ように思われるがどうか。 

事 務 局 制度の開始は確認していないが、ご指摘のとおり資料３によると

ここ数年の制度のように思われる。 

会  長 本件に係る税の軽減措置には、“要介護認定を受けていたこと”

と“施設に入所していたこと”の２つを証明するための書面が必

要ということでいいか。 

事 務 局 そのとおりである。 

会  長 資料７の横浜市の答申は、死者の個人情報が本人開示請求と認め

られるのは、死者の個人情報が同時に請求者本人の個人情報でも

あると考えられる場合のみと厳格に解している。もっとも、他の

自治体においては別の取扱がなされているところもあるのであっ

て、すべての条例において当該答申と同様の解釈が採用されなけ

ればならないものではない。そこで、古賀市の個人情報保護条例

においてはどのような解釈を採用するかが問題となる。 

委  員 いかなる解釈をとるかということに加えて、税の軽減措置の制度

がありながらそれに対応した情報提供の制度がないことから、代

替手段がないということは中心に据えるべき問題である。裁判所

の文書提出命令など裁判所を介して文書を取り寄せることが可能

であれば、そのことを代替手段として捉えて不開示との判断もあ

り得るが、本件においては裁判ということが考えにくい。 
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会  長 確認するが、代替手段はないということでよいか。 

事 務 局 介護支援課としては、死者について要介護認定を受けていたこと

を証明する制度を設けていない。要介護認定を受けていた方が死

亡した時点においては介護保険被保険者証が遺族の方の手元にあ

り、要介護認定を受けていることは同被保険者証により確認でき、

理論上はその時点で遺族の方が写しをとることは可能である。も

っとも、被保険者の死亡後は同被保険者証を速やかに当市へ返還

していただいている。 

委  員 遺族に写しをとるように指導しているということはあるか。 

説 明 者 指導はしていない。 

委  員 例えば、自然災害や火事等で被保険者が死亡し、同時に被保険者

が保管していた介護保険被保険者証等の書類が滅失した場合など

に、軽減措置を受けるための書類を用意できないという事態も想

定しうる。 

会  長 もし、本件で不開示ということになれば、古賀市において新たに

要介護認定の証明を行う制度を創設するなどするとしても、創設

までの間、開示請求者は待たざるを得なくなる。 

委  員 今回死亡した被保険者は、どこで亡くなったのか。 

説 明 者 聴取しておらず不明である。なお、施設に入所している場合、施

設の場合と病院の場合が考えられる。 

委  員 個人情報の開示請求において、実際に税の軽減措置が受けられる

方か否かの判断が必要ということを前提とすると、税の軽減措置

の制度等さまざまな調査が必要となるが、事務量が膨大となり現

実的ではない。 

事 務 局 本件については、税理士事務所から連絡があったことから、税の

軽減措置が受けられる方であろうと判断していた。 

会  長 実際に軽減措置を受けられるか否かは申告があってから税務署が

事後的に判断することであり、その申告に必要ということで開示

するかという判断において、税の軽減措置が受けられるか否かの

実質的な判断までを市において行うことは非常に負担が大きい。 

委  員 税の軽減措置が受けられるか否かの実質的な判断の責任を負うと

いうことまでは市に求められないように思う。 

委  員 通常であれば情報そのものの性質から開示できるかの判断ができ

るところ、本件においてはその目的に照らしての判断となるとい

う点で特殊性があるものといえる。同種の情報であっても、目的

によって開示できるか否かの判断が異なるという場合、性質だけ

でなく開示の必要性の判断によることにもなるように思われる。

また、死者の個人情報に係る開示請求権の享有主体が誰かという
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問題を考慮すると、条例において独自に保護を厚くすることが例

外であり、生存している個人の情報に係る場合とは異なり、開示

請求者の申告した目的を信頼し調査までは行わず開示することが

できるとの運用もありうるように思われる。ただ、申告された目

的とは違う目的に使うような心証を受けた場合は、問題となるか

もしれない。 

委  員 そのような心証を受けた場合も、申告の内容に照らして判断する

しかなく、やむを得ないようにも思われる。 

会  長 例えば本年９月に行われた開示請求に関して、税の軽減措置に使

うためとして別途開示請求が行われたとしたら開示することにな

るが、実際にその目的で利用するか否かの判断を事務局が確認す

ることは困難である。条例上も本来は情報の性質により判断する

のであって主要目的は問わないことになっている。そうすると目

的により判断が左右されるよりは、今後のために情報そのものの

性質、代替手段の有無や条例第１２条第１号から第４号の規定と

どの程度近接するかといったところから判断することを検討すべ

きように思う。 

委  員 第１号の相続した財産の情報には該当しないのか。 

会  長 相続した財産そのものの情報ではないと考えられる。 

委  員 相続した財産に関する情報の関するという文言がどの程度幅のあ

るものであるかは解釈の余地があると思われるが、課税について

の情報ということを考慮しても少し距離が離れているように思

う。 

会  長 被相続人の住居であった建物等については、開示請求者が相続し

ているのか。 

事 務 局 確認していない。 

会  長 ただ、税の軽減措置の制度を利用しようとしているということは、

相続しているからと考えられる。そうすると、条例第１２条第１

号で開示ということは可能ではないか。 

事 務 局 事務局が検討した際には、要介護認定の情報そのものを考えたと

きには性質上相続した財産に関する情報には該当しないとの結論

であった。 

会  長 確かにそうとも考えられる。もっとも、死後、要介護認定の情報

を必要とするのはもっぱら財産に関係してであり、第１号そのも

のでないとしても、これに近接するものと捉えることはできる。 

委  員 まさに相続したからこそ相続税は発生するのであるから、近接は

しているように思われる。 

会  長 これまでの中身からすると、判断要素の一つ目としては代替手段
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のないこと、二つ目としては条例第１２条第２項第１号から第４

号に近接した情報と捉えることができるということを挙げること

ができる。 

委  員 ある相続人が本当に相続しているか否かについて調査しようと思

ったら、相続放棄について家裁に問い合わせたり、相続人間でな

される遺産分割協議の内容を確認したりと非常に煩雑な作業とな

り、開示請求の判断のためにそこまで必要かは一考を要する。 

会  長 本件で開示請求者が相続人であるかは確認しているのか。 

事 務 局 戸籍により法定相続人の範囲に含まれるということまでは確認し

ている。 

会  長 それ以上の確認は税務署で行われるべきもので、事務局として求

められる確認はそこまでで十分のように思われる。 

委  員 古賀市において開示したということが、税務署との関係で先行事

例として一人歩きする可能性は危惧されるところである。今後も

同様に開示するように要請されるようになるのではないか。 

会  長 他の自治体で開示請求の手続をとらなくとも情報提供できるよう

にしているのは、このような事態に対処するためと思われる。本

件へのひとつの対処の方法としては、諸事情から開示が妥当との

判断をしたうえで、今後このような事態が増加することが予測さ

れることから、情報提供を行うことができる制度の整備が望まれ

るという付言を答申とすることが考えられる。古賀市としては、

本件の目的で開示請求があったのは初めてか。 

事 務 局 税の軽減措置のためという理由では初めてである。 

会  長 遺産相続のためということではあったのか。 

説 明 者 ９月の事案はそれにあたると考えられる。その際は要介護認定の

判断の段階で主治医の意見を聴取したものがあるが、そのような

要介護認定に係る書類の全ての開示を求められた。このときの開

示請求者は親等として遠く、居住している場所も離れていたので、

係争中ということもあり不開示ということになった。 

委  員 資料７で示されていた本人の開示請求として認められるのは死者

の個人情報が同時に請求者本人の個人情報でもあると考えられる

場合という規範からすると本件は少し遠いように思われる。当該

規範で考える方が個人情報保護制度という面からは適切ではない

か。 

会  長 そもそも個人情報はプライバシー権や自己情報コントロールとい

う観点から保護されているものであるから、死者自身については

厳密な意味でのプライバシーがなく、自己情報をコントロールも

できない点から生存者と同一の保護を与える必要はないというこ



-6- 

とになっている。実際法律は生存している者の個人情報のみを保

護しており、死者に対する名誉毀損は個人情報の範囲ではなく別

途の損害賠償請求ということで取り扱われている。ただ、古賀市

の場合には定義において、生存者と死者を区別せずに個人情報を

保護しており、死者について条例第１２条第２項が請求できる場

合を限定することとしている。資料７の事案における条例も類似

の内容で、そのために本人の情報と同視できるかを問題にしたも

のと思われる。資料７の理論をあてはめると本件も開示が可能と

いう方向になる。 

委  員 問題はその意味付けの部分である。古賀市の条例上は死者の個人

情報が請求できる場合が限定されているが、その部分にとらわれ

るのではなく、そもそも本人の情報と同視できるということで開

示することも考えられるのではないか。 

会  長 方向性としては、筋論で開示しないという方向と１号から４号に

類似のものとして開示するという方向が考えられる。 

委  員 筋論で考えても開示の方向でもいいのではないか。遠い親戚が請

求者であった９月の事案とは異なり、本件については同居してい

た請求者本人の身内の健康状態のことでもあるし、総合的にみて

請求者本人の情報とも考えることができる。 

説 明 者 ９月の事案については、請求者本人は死者の孫であったことを補

足させていただく。 

委  員 今後は、請求者本人と死者との関係性の深度の調査がどこまで必

要かも問題になってくるかもしれない。 

会  長 条例第１２項第２項第１号が主体を相続人としているのに対し、

第３号は配偶者や父母に限定しており、同号では相続以外の情報

も請求できるようにしている。この構成を見ると、死者から近し

い者ほど請求できる範囲が広げられているとも読み取れる。その

ような面から９月の事案との差異も見出せるように思う。ここで

子である場合には同居の有無などは問題としていないのであっ

て、子であることは大きな要素と考えられる。 

骨組みとしては、死者の個人情報が本人開示請求として認められ

るのは、死者の個人情報が同時に請求者本人の個人情報でもある

と考えられる場合のみという前提に立った上で、条例第１２条第

２項第１号から第４号までを検討し、これらの規定そのものでは

ないがこれに類似するものであり、本人の個人情報とも見ること

ができるということで開示という流れでよいか。 

委  員 第三者に開示するという場合にはプライバシーの問題が重視され

るが、本件の場合同居の親族が介護を行っていたとの事実もある
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ので、そのような問題は生じないように思われる。 

会  長 本来要介護認定がされていたとの情報は極めてセンシティブな情

報であり、プライバシーとして守られなければならないもので本

人以外に開示されないことが原則である。亡くなった後において

は、保護の程度は下がるものの、人格権の侵害などの問題は起こ

りうるものであるから死者の情報であっても保護しなければなら

ない。しかし、本件では請求者が死者の子であるということに鑑

みれば、プライバシー保護の必要性もそれほど高くないとの判断

ができる。 

委  員 本件においては、同じ敷地内に居住し、なおかつ介護のために居

住するようになったという事実があることから、問題ないように

思う。 

委  員 死者の個人情報が本人の個人情報と同視できるかという判断につ

いては、他の事例でも利用することができる汎用性のある規範が

必要である。情報の性質という観点から、要介護認定に係る情報

だけはやはり死者の個人情報の範疇を超えないと思われ、本人の

個人情報と同視できるためには追加の説明が必要である。近親者

であるといったことは情報の性質という観点からは外れるもの

で、これを理由とすることは難しい。そこで、要介護認定を受け

ている方が亡くなったことで同居していた相続人の情報にスライ

ドしたというような説明をすることが考えられる。ただ、情報と

いうのは法律的にいえば財産ではなく、相続の対象ではないこと

から、この説明は乱暴であって、あくまで亡くなったことにより

相続人の個人情報になったとの組み立てなおしが必要ということ

になると思われる。 

委  員 財産に付属するする情報ということにしてしまうと、遺言で被相

続人と疎遠になっている者が財産を承継した場合にどうなるのか

といった問題が発生してしまう。そういうことも踏まえると、あ

くまで要介護認定の情報が請求者本人の情報でもあるようになっ

たとの考え方が適切である。 

委  員 ただし、亡くなった有名な人物を中傷するような報道がなされた

ことで裁判になり、同人について介護を受けていなかったとの情

報の開示請求がなされる事例を想定した場合、組みなおしという

方法が不適切な場合もあることがわかる。組みなおしが無制限に

広がることは望ましくない。 

委  員 本件は制度の過渡期に起こったことであり、汎用性のある規範を

立てて判断するというよりは、さまざまな事情を勘案していき条

例第１２条第２項第５号での対応がなされるべきと考える。本件
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に対する判断は他の事案には引用できず事例判断との方向性にす

べきである。そして、税の軽減措置に関してつなぎの制度が必要

なのは明らかなので、市で情報提供の制度を整備するように付言

してはどうか。 

会  長 基本的には先例とならず、ただ今回の事例と同様に個別事情の積

み上げがある事例に限っては先例として位置づけられるという取

扱いができる可能性はある。方向性としては、汎用性のある規範

ではなく本件という個別の事案でのみ通用する判断として個別の

事情を積み上げ開示が妥当との答申を行うということでよろしい

か。では、その方向で答申を行うこととする。今後も同様の事案

が想定され、個別の判断をしていくことは非常に事務的な負担を

生ずることとなるが、そうなる前に制度の整備を行っていただき

たい。 

事 務 局 承知した。 

なお、条例第１３条第２項により死者の個人情報の開示請求に必

要な書類の添付をすることとなるが、本件のようなケースの場合

どのような書類を求めたらよいかご教示いただきたい。 

委  員 戸籍謄本等や名義変更済みの相続財産たる不動産の登記簿があれ

ば、請求者本人が相続したことは明確になるのではないか。また、

請求の目的を明らかにするため、税の軽減措置ということであれ

ば関連書類も提出してもらうことも考えられる。 

会  長 作成した答申の確認は回覧でよいか。異議がないようなので回覧

とする。本諮問についての審議は以上とする。他に何かあるか。 

事 務 局 本件とは別件になるが、当市において市民との通話内容の録音を

予定しており、その際の個人情報保護の観点からの注意点などを

伺いたい。そもそも、相手方が名乗らなかった場合や通話の最後

に名乗った場合には、通話内容は個人情報の収集という取扱いに

なるのか。現時点では、通話内容すべてを録音するのではなく、

必要と判断した場合に録音することを予定している。 

委  員 録音した通話内容は、どういった場面で利用することを想定して

いるのか。 

事 務 局 例えば、業務を妨害するようなや脅迫的な通話について、警察に

相談する際の資料にすることが考えられる。 

会  長 録音すれば条例上の個人情報には該当するものと思われる。また、

録音する制度を始めるということを市民に対し事前に告知するこ

とが望ましい。そうすることで、市民は録音されることがあると

いうことを前提として架電することとなる。そして、実際に通話

を録音する際にも通話相手によろしいかと確認すべきである。収
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集する際には収集目的を明らかにしなければならないので、全市

民向けに告知する際に何に使うのか、逆に言えばそれ以外に使わ

ないということを示す必要がある。 

委  員 私企業においては通話内容の正確性の担保のため録音させていた

だきますとのアナウンスが最初に流れるところもある。 

委  員 業務の円滑な運用のためということであれば、警察への提出など

も可能になるようにも思えるが、いずれにせよ主目的を明らかに

はする必要がある。 

事 務 局 相手方が録音に同意しないと明言された場合であっても、電話を

かけた時点で相手方がいることは前提としているもので、メモ書

きか録音かの記録の仕方の問題と理解してもよろしいか。 

会  長 それもひとつの考え方としてある。 

委  員 ただ紛争とはなりやすいため、不同意といわれればでは申し訳あ

りませんがといって電話を切るのが穏当かと思われる。 

委  員 ナンバーディスプレイになっているか。 

事 務 局 なっていない。 

会  長 紛争抑止ということであれば、運用もそれに資するようにすべき

であるが、個人情報保護の観点からは収集目的の明示・一般的な

告知・個別の告知という点に注意いただきたい。また、録音後の

データの管理等についても定めが必要となる。 

それでは、これで第２回古賀市情報公開・個人情報保護審議会を

終了する。 

終了１２：００ 

                          


